
資料：農林水産省作成（平成20年5月現在）

【ロシア】

・小麦、大麦：それぞれ10％、30％の輸出税を賦課(2007
年11月～)

・小麦：輸出税を40％に引上げ（2008年1月～）

【ロシア】

・小麦、大麦：それぞれ10％、30％の輸出税を賦課(2007
年11月～)

・小麦：輸出税を40％に引上げ（2008年1月～）

【中国】

・米、小麦、とうもろこし、大豆、そば等：増値税
(付加価値税)の輸出還付取消し(2007年12月～)や
5％～25％の輸出税賦課(2008年1月～)を実施

【中国】

・米、小麦、とうもろこし、大豆、そば等：増値税
(付加価値税)の輸出還付取消し(2007年12月～)や
5％～25％の輸出税賦課(2008年1月～)を実施

【ウクライナ】

・小麦、とうもろこし、大麦、ラ
イ麦：輸出枠を設定(2007年11月
～)

・とうもろこし：輸出枠を撤廃
(2008年4月)

【ウクライナ】

・小麦、とうもろこし、大麦、ラ
イ麦：輸出枠を設定(2007年11月
～)

・とうもろこし：輸出枠を撤廃
(2008年4月)

【アルゼンチン】

・とうもろこし(2006年11月～)、小麦/小
麦粉(2007年3月～)：輸出承認の登録手続
を原則的に停止

・牛肉：2005年の輸出量の50%までの輸出
枠を設定(2006年以降断続的)

・大豆、乳製品等：輸出税を賦課

【アルゼンチン】

・とうもろこし(2006年11月～)、小麦/小
麦粉(2007年3月～)：輸出承認の登録手続
を原則的に停止

・牛肉：2005年の輸出量の50%までの輸出
枠を設定(2006年以降断続的)

・大豆、乳製品等：輸出税を賦課

は輸出禁止、 は輸出税の賦課、輸出枠設定等

【ベトナム】

・米：既契約や政府契約を除
き輸出を禁止(2006年11月～
(2008年1月一時解除したが再
び停止))

【ベトナム】

・米：既契約や政府契約を除
き輸出を禁止(2006年11月～
(2008年1月一時解除したが再
び停止))

【エジプト】

・米：輸出を禁
止(2008年4月
～)

【エジプト】

・米：輸出を禁
止(2008年4月
～)

【セルビア】

・小麦/小麦粉、
とうもろこし、
大豆等：輸出を
原則的に禁止
(2007年8月～)

【セルビア】

・小麦/小麦粉、
とうもろこし、
大豆等：輸出を
原則的に禁止
(2007年8月～)

【ブラジル】

・米：政府米
の輸出を停止
(2008年4月～)

【ブラジル】

・米：政府米
の輸出を停止
(2008年4月～)

【インドネシア】

・米：輸出を禁止
(2008年4月～)

【インドネシア】

・米：輸出を禁止
(2008年4月～)

【カザフスタン】

・小麦：輸出を禁止
(2008年4月～)

【カザフスタン】

・小麦：輸出を禁止
(2008年4月～)

【インド】

・米：輸出を禁止
(2007年10月～)

・小麦：輸出を禁止
(2007年9月～)

・タマネギ：輸出許可
制(2007年10月～)

【インド】

・米：輸出を禁止
(2007年10月～)

・小麦：輸出を禁止
(2007年9月～)

・タマネギ：輸出許可
制(2007年10月～)

【パキスタン】

・小麦：政府契約を除
き輸出を禁止(2008年1
月～)

【パキスタン】

・小麦：政府契約を除
き輸出を禁止(2008年1
月～)

【ネパール】

・米、小麦：輸出を停
止(2008年4月～)

【ネパール】

・米、小麦：輸出を停
止(2008年4月～)

【バングラデシュ】

・米：輸出を禁止(2008
年5月～)

【バングラデシュ】

・米：輸出を禁止(2008
年5月～)

【カンボジア】

・米：輸出を禁止
(2008年3月～)

【カンボジア】

・米：輸出を禁止
(2008年3月～)

農産物の輸出規制の現状
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